
14市報たかはぎ　2025.3市報たかはぎ　2025.3

この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。

有料広告

高萩市公式 SNS 市の情報を発信中

■秘書広報課　☎２３－７３２１

LINE

（旧 Twitter）

Facebook

メルたか

　医療費・介護サービス費の自己負担額がある世帯で、１年間（８月～翌年７月末 ) の自己負担額※の
合計額が基準額（下表参照）を超える場合は、その超えた金額を申請により支給します。
　申請手続期間は２年間です。 ※食費・居住費・差額ベッド代を除く

■問合せ 　【国民健康保険・後期高齢者医療制度】【国民健康保険・後期高齢者医療制度】　   　　　市民課　☎２３－２１１７
　　　　　 【他の健康保険・共済保険等の加入者】【他の健康保険・共済保険等の加入者】　 　　高齢福祉課　☎２２－００８０

▶申込方法（毎年７月 31 日時点の加入制度）
　【国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者】
　  支給対象者へ、３月中旬に申請通知を郵送します。

　  通知が届いたら、市民課で申し込み。
　　※ 下記の人は、申請通知を郵送できない場合があり

ますので、市民課へお問い合わせください。

　　◆ R5.8/１～ R6.7/31 の間に、
　　　⃝市へ転入した人
　　　⃝他の医療保険を離脱し、国民健康保険・
　　　   後期高齢者医療制度に加入した人

【他の健康保険、共済保険等の加入者】
　①介護保険の｢自己負担額証明書」の
　　交付を 高齢福祉課で申し込み。
　② 証明書の発行を受けた後、
　　 証明書を添付し、
　　保険者（勤務先）へ申し込み。

高額医療・高額介護合算療養費高額医療・高額介護合算療養費のの申請申請

▶基準額�（自己負担限度額） R5.8 ～ R6.7月分

所得区分
（基礎控除後の総所得金額など） 限度額

上位
所得者

901万円超 212万円

600万円超　901万円以下 141万円

一般
210万円超　600万円以下 67万円

210万円以下（住民税非課税世帯除く） 60万円

住民税非課税世帯 34万円

所得区分 限度額

現役並み
所得者

Ⅲ（課税所得 690万円以上） 212万円

Ⅱ（課税所得 380万円以上） 141万円

Ⅰ（課税所得 145万円以上） 67万円

一般（課税所得 145万円未満等） 56万円

低所得者Ⅱ 31万円

低所得者Ⅰ 19万円

[70歳未満] [70～74歳・後期高齢者医療制度で医療を受ける人]
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暮らしの情報暮らしの情報
65歳以上65歳以上

路線バス運賃�半額助成路線バス運賃�半額助成
　助成を受けるには、バスカード（茨城交通）の購入
が必要です。
　バスカードの出張販売は、下記のとおり。
▶日時　３/13(木)・29(土)　９：30 ～ 12：00
▶場所　総合福祉センター
▶問合せ　生涯現役推進課　☎２３－１１２５

障がい者通院・通所交通費�助成障がい者通院・通所交通費�助成

　医療機関等への通院・通所の際の交通費助成とし
て、R７年度のタクシー利用券を交付します。
▶対象　下記のいずれかに該当する人
　　　　⃝ 身体障害者手帳 １級、２級、
　　　　　第１種の３級
　　　　⃝療育手帳 Ⓐ、Ａ
　　　　⃝精神障害者保健福祉手帳 １級、２級
　　　　※ 自動車税の減免を受けている人・入院中の人

は対象外
▶申込方法　 各種手帳をお持ちの上、社会福祉課

窓口(市役所１階)へ申し込み。
▶交付開始日　３/19(水)～
　　　　　　　※ ３/12(水)までに申請済の人へは、
　　　　　　　　  市から郵送で交付します。
▶利用期間　４/１(火) ～ R8.3/31(火)
▶問合せ　社会福祉課　☎２３－７０３０

国保加入者の修学による国保加入者の修学による
転出届出転出届出

　国保加入者が修学のため転出する場合、特例とし
て引き続き高萩市の国保に加入するため、届出が必
要です。
▶申込方法　 市民課窓口での転出届出時に「修学で

転出する」ことを伝えて申し込み。
▶持ち物　⃝転出者の保険証または資格確認書など
　　　　　⃝在学証明書の原本　※入学前は要相談
▶問合せ　市民課　☎２３－２１１７

育児・介護休業法�改正育児・介護休業法�改正
～�４/１から段階的に施行�～～�４/１から段階的に施行�～
「子の看護休暇」や「介護休暇」の
見直しや、育児休業取得状況の公表
義務の適用拡大など、男女ともに仕
事と育児・介護を両立できるように

するための関係法律が改正され、段階的に施行され
ます。
▶問合せ　茨城労働局 雇用環境・均等室
　　　　　☎０２９－２７７－８２９５

固定資産税の納付固定資産税の納付

　４月上旬に、土地・家屋・償却資産の所有者
（１月１日現在）へ納付書を郵送します。
　お手元に届いたら、納期限までに納めましょう。
　便利な口座振替も随時受付中です。
【口座振替を希望する人】
▶申込方法　 各金融機関または税務課窓口へ
　　　　　　申し込み。
▶持ち物　⃝通帳　
　　　　　⃝通帳届出印
▶問合せ　税務課　☎２３－２１１５

土地・家屋価格等の縦覧土地・家屋価格等の縦覧

　他の土地や家屋の評価と比較して、自分の資産の
評価額が適正かどうかを確認することができます。
　※目的外の縦覧は不可。
▶期間　４/１(火) ～ 30(水)　※土日祝除く
▶場所　税務課窓口（市役所１階）　
▶手数料　無料
▶縦覧範囲　 土地・家屋価格等縦覧帳簿に記載され

た他の土地・家屋の評価額など

対象 持ち物

土地・家屋の納税者 納税通知書 写真付きの
身分証明書代理人 委任状

▶問合せ　税務課　☎２３－２１１５

固定資産課税台帳固定資産課税台帳
(名寄帳)の閲覧(名寄帳)の閲覧

▶期間　通年　※土日祝除く　 
▶場所　税務課窓口（市役所１階）
▶手数料　300円 (氏名番号ごと)　
　　　　　※縦覧期間中：４/１(火)�～�30(水)は無料

対象 持ち物

土地・家屋の納税者 納税通知書
写真付きの
身分証明書

代理人 委任状

借地・借家人 借地・借家等権利、
資格の確認書類

▶問合せ　税務課　☎２３－２１１５


